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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】湾曲操作手段の本来の機能を損なうことなく、
操作の態様に応じて、より軽い負荷で湾曲部を湾曲操作
可能にする内視鏡を提供する。
【解決手段】操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを手指で操作
し、挿入部の湾曲部を湾曲させる。操作レバー２６また
は操作つまみ２７を操作すると、操作ノブ１３ＵＤ，１
３ＬＲの操作に対する抵抗が最小負荷作動状態からロッ
ク状態まで変化する。通常操作モードでは、負荷付与部
材３６，３７で設定した有負荷作動状態からロック状態
までは、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲに内視鏡を通常操
作する際に設定される負荷が作用する。軽操作モードで
は、負荷付与部材３６，３７の負荷が作用しない最小負
荷の状態で操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを操作すること
ができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体操作部に挿入部を連結して設け、この挿入部を先端から内視鏡観察手段を設けた先
端硬質部、湾曲部及び軟性部となし、前記本体操作部には回動操作部材を有する湾曲操作
手段が設けられ、この湾曲操作手段で前記湾曲部を湾曲操作可能な構成とした内視鏡にお
いて、
　前記湾曲部を所定の姿勢状態に保持させる最大負荷が与えられるロック状態と、前記回
動操作部材に対して負荷を生じさせながら前記湾曲部を湾曲させる操作が可能な有負荷作
動状態と、この有負荷作動状態より軽い負荷となる最小負荷作動状態とに前記回動操作部
材に対する操作時の負荷を段階的にまたは連続的に変化させる負荷設定手段と、
　前記負荷設定手段を、前記回動操作部材に対して前記ロック状態から前記有負荷作動状
態までの範囲の負荷を作用させる通常操作モードと、前記回動操作部材に対して前記最小
負荷作動状態とする軽操作モードとの間に切り換えるモード切換手段とを備え、
　前記負荷設定手段は前記回動操作部材に対して前記ロック状態と前記有負荷作動状態と
の間で連続的または段階的に負荷を変動させるものであり、また前記最小負荷作動状態は
、前記回動操作部材の操作方向に向けての操作力を増強させる操作力アシスト機構から構
成し、前記モード切換手段は、前記操作力アシスト機構を非作動状態と作動状態とに切り
換える切換手段で構成したことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記操作力アシスト機構は、前記湾曲操作手段に設けたモータまたは前記湾曲部に設け
た人工筋肉から構成したことを特徴とする請求項１記載の内視鏡。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部の挿入経路が複雑に曲っており、かつ挿入部に大きな抵抗が作用する
大腸鏡等として用いられる内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の一種としての大腸鏡は、その挿入部は肛門から挿入されるものであるが、この
挿入部は直腸からＳ状結腸を経て下行結腸に至り、さらに横行結腸内まで導かれ、さらに
この横行結腸を通過して上行結腸、より好ましくは盲腸までにも進行可能とすることが要
求される。挿入経路のうち、Ｓ状結腸は三次元的なループ構造であり、またＳ状結腸から
下行結腸への移行部等は極端な屈曲構造となっている。しかも、腸管壁は挿入部が摺動し
ながら移動させると、その動きに応じて容易に伸縮するものである。以上のことから、挿
入経路に対する挿入部の挿入操作は困難であり、また高い熟練を必要とする。
【０００３】
　Ｓ状結腸を通過させるためには、挿入部を捻ったり、ループをかけたりし、しかも前後
に往復させる等かなり複雑な操作を行わなければならない。ただし、Ｓ状結腸は挿入部の
挿入深さの浅い部位であり、操作力を挿入部の先端に及ぼすことは可能である。ところで
、大腸の深部を検査の対象とする場合には、Ｓ状結腸を通過させたとしても、Ｓ状結腸か
ら下行結腸への移行部や、下行結腸から横行結腸への移行部というように、次々に対面す
る屈曲部を通過させなければ、検査目的とする部位にまで到達しないことになる。
【０００４】
　挿入部の挿入深さが深くなればなるほど、狭窄な部位である肛門や曲がりくねったＳ状
結腸の通過部位等が押し込み操作の操作力の伝達に対する妨げとなって、体外から挿入部
への操作力が先端まで正確に及ばないことがある。また、挿入部と腸管壁とが密着してし
まい、前進も後退もできなくなることもある。従って、被検者に苦痛を強いることになり
、操作性も悪くなる。さらに、挿入部の挿入方向の方向性を見誤る可能性もあり、屈曲部
分を円滑に通過できなくなることもある。
【０００５】
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　以上のことから、特許文献１において、挿入部の湾曲部と軟性部との連結部分の内部に
振動部材を設けて、この振動部材を作動させて、挿入部の先端近傍部位の側面に振動を与
えることによって、挿入部と腸管壁との密着、つまりスティック状態を解除するようにし
たものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１４８９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述したように、挿入部の先端近傍側部を加振すれば、この挿入部の腸管壁への密着を
ある程度までは解消できるにしても、それだけでは挿入部の挿入操作性が良好になる訳で
はない。例えば、大腸において、Ｓ状結腸から下行結腸への移行部，下行結腸から横行結
腸への移行部というように、極端な屈曲部を通過させる操作に対しては、挿入部の先端側
部に振動を与えても、その通過を促進できない。また、挿入部の進行を妨げるのは、挿入
部の腸管壁との密着だけが要因ではなく、経路をどう選択するかという問題もあり、挿入
部を加振しただけでは挿入部の腸管内を円滑に進行できないこともある。勿論、挿入部を
加振することは挿入操作にとって有意義なことではあるが、そのために挿入部の先端部分
の内部に振動を発生させるための駆動手段を設けるのは、挿入部をいたずらに太径化し、
また構成的にも複雑になる等の点でも望ましいものではない。
【０００８】
　そこで、挿入部の挿入操作性の向上を図るために、特に腸管壁等のように容易に伸縮し
、かつ複雑に屈曲している体腔管内の深い部位での挿入部の挿入操作性を向上させるため
、大腸の無名溝を指標とし、挿入部の弾発性を利用した大腸内視鏡挿入法が提案されてい
る。これは、挿入部の一部を構成し、本体操作部からの遠隔操作により湾曲する湾曲部に
注目して、湾曲操作手段を操作して湾曲部を上下乃至左右に湾曲させることにより、軟性
部を押し込んだり、捩じったりせずに挿入する手技である。
【０００９】
　ところで、挿入部において、湾曲部が設けられている部位より基端側は軟性部となって
いる。この軟性部の本来の機能は、挿入経路が曲っている場合に、この経路に追従できる
ようにするため、曲げ方向に可撓性を持たせている。従って、挿入部の外径より十分大き
な通路となった体腔管内に挿入操作したとき、この体腔管内で軟性部はしなやかなたわみ
を形成する。また、Ｓ状結腸等、挿入経路に沿ってループを形成する。
【００１０】
　軟性部はある程度の弾発性を有しており、挿入部の挿入経路に対する戻り方向の動き、
つまり逆動を規制した状態で、湾曲操作手段を操作して繰り返し首振り動作させると、軟
性部はたわみやループが解除されるように作用し直線化しようとする結果、先端部分が前
進することになる。例えば大腸鏡においては、肛門やＳ状結腸のループ部分、または挿入
部において術者が把持している部分が挿入部の逆動を規制する部位となり、湾曲部の湾曲
操作を行い首振り前進動作を行うことにより、たわみやループが軟性部の弾発性によって
直線化し、これを推進力に変換されて先端部分が前進して、挿入部を押し込んだり捩じっ
たりしなくても挿入部自身が挿入されていくことになる。以上のことから、この首振り前
進動作を行わせることによって、挿入部に対する挿入抵抗が大きく、しかも経路が極端に
曲っていても、円滑かつ確実に体腔管内を所望の位置まで進行させることができる。
【００１１】
　よって、挿入部の先端に十分な前進推力を与え体腔管内深部まで挿入させるには、湾曲
部を上下、左右にある程度頻繁に繰り返し往復運動を行わせなければならない。
【００１２】
　挿入部の湾曲部を操作するための湾曲操作手段は、挿入部の基端部に設けた本体操作部
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に装着され、操作ノブやレバー等から構成されて、本体操作部を把持する手の指で回動さ
れる回動操作部材を備えている。手指で操作可能であることから、この回動操作部材の動
きを軽くして、術者への負担を軽減させなければならない。ただし、回動操作部材の動き
が軽すぎると、かえって操作性が悪くなる。例えば、湾曲部を湾曲操作することにより、
内視鏡観察手段である方向を観察視野としている状態から、視野方向を左右または上下に
僅かにずらせる操作が行われる。このときに、回動操作部材の動きがあまり軽いと、僅か
な操作力を作用させただけでも、湾曲部は大きく動いてしまい、操作の安定性が得られな
い。そこで、通常の内視鏡においては、湾曲操作用の回動操作部材には、特に観察時にお
いては、湾曲操作に対してある程度の負荷なり抵抗なりが生じるように設定されている。
従って、このように所定の負荷が設定されている湾曲操作手段を頻繁に繰り返し操作する
のは極めて困難であり、内視鏡の操作を行う術者にとっては多大な負担となり、疲労の度
合いが大きくなる。このために、湾曲部の湾曲操作により挿入部の先端を前進させる操作
を行うようにするには、湾曲操作手段の構成を変える必要がある。
【００１３】
　湾曲操作手段は、前述したように、操作の安定性の配慮から、湾曲操作時にある程度負
荷を生じさせるようにしているが、さらに湾曲部を所望の湾曲状態に保持できるようにし
なければならない。例えば、内視鏡観察手段による視野内に関心領域が捉えられたときに
、それを精査するために、また組織のサンプルを取得するために、湾曲部が湾曲している
状態であっても、その姿勢状態にロックさせて、挿入部の先端部分を固定的に保持する。
このために、湾曲操作手段としては、回動操作部材に加えて、湾曲部をそのままの姿勢状
態に保持させる荷重を作用させる、所謂ロック部材を備える構成としている。また、この
ロック部材は単に湾曲操作が可能な状態と、ロック状態とに切り換えるだけでなく、湾曲
操作を行う際に、所望の操作感触を与えるために、負荷の調整ができるようにするのが一
般的である。
【００１４】
　従って、前述したように、湾曲操作手段には、回動操作部材の通常の操作時にある程度
の負荷が作用するようになし、しかも湾曲部の湾曲状態のロック機構を発揮させるという
本来の機能を維持しなければならない。その上で、体腔管内で挿入部を確実に、しかも円
滑かつ迅速に推進できるようにすることが、挿入が困難な経路に挿入部を挿入操作するた
めに極めて重要なこととなる。本発明は以上の点に鑑みてなされたものであって、湾曲操
作手段の本来の機能を損なうことなく、操作の態様に応じて、より軽い負荷で湾曲部を湾
曲操作できるようにすることをその目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前述した目的を達成するために、本発明は、本体操作部に挿入部を連結して設け、この
挿入部を先端から内視鏡観察手段を設けた先端硬質部、湾曲部及び軟性部となし、前記本
体操作部には回動操作部材を有する湾曲操作手段が設けられ、この湾曲操作手段で前記湾
曲部を湾曲操作可能な構成とした内視鏡であって、前記湾曲部を所定の姿勢状態に保持さ
せる最大負荷が与えられるロック状態と、前記回動操作部材に対して負荷を生じさせなが
ら前記湾曲部を湾曲させる操作が可能な有負荷作動状態と、この有負荷作動状態より軽い
負荷となる最小負荷作動状態とに前記回動操作部材に対する操作時の負荷を段階的にまた
は連続的に変化させる負荷設定手段と、前記負荷設定手段を、前記回動操作部材に対して
前記ロック状態から前記有負荷作動状態までの範囲の負荷を作用させる通常操作モードと
、前記回動操作部材に対して前記最小負荷作動状態とする軽操作モードとの間に切り換え
るモード切換部材とを備える。そして、前記負荷設定手段は前記回動操作部材に対して前
記ロック状態と前記有負荷作動状態との間で連続的または段階的に負荷を変動させるもの
であり、また前記最小負荷作動状態は、前記回動操作部材の操作方向に向けての操作力を
増強させる操作力アシスト機構から構成し、前記モード切換手段は、前記操作力アシスト
機構を非作動状態と作動状態とに切り換える切換手段で構成したことをその特徴とするも
のである。
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【００１６】
　なお、前記操作力アシスト機構は、前記湾曲操作手段に設けたモータまたは前記湾曲部
に設けた人工筋肉から構成することが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　このように、湾曲操作手段を構成する回動操作部材の操作に対する負荷が、通常操作時
のために設定される範囲より小さい最小負荷作動状態となる軽操作モードに設定できるよ
うにしたので、通常の内視鏡の操作性を損なうことなく、挿入部の先端を首振りさせなが
ら前進させる操作を行う際等において、湾曲操作手段の回動操作部材の操作性を著しく改
善でき、術者に対する負担を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】一般的な内視鏡の全体構成図である。
【図２】内視鏡の湾曲操作を行う機構の構成を示す構成説明図である。
【図３】内蔵物を省略して示す挿入部の軟性部と湾曲部との間の連結部分の断面図である
。
【図４】本発明の湾曲操作手段の断面図である。
【図５】図４の湾曲操作手段において、負荷設定手段の作動状態を示す要部断面図である
。
【図６】モード切換手段の一例としてのクリック機構の構成を展開して示す断面図である
。
【図７】モード切換手段の他の例を示す湾曲操作手段の要部断面図であって、軽操作モー
ドとした図である。
【図８】通常操作モードとした図７と同様の断面図である。
【図９】本発明の内視鏡を大腸内に挿入している状態を示す構成説明図である。
【図１０】内視鏡の首振り前進操作時の作用説明図である。
【図１１】本発明の湾曲操作手段の要部構成を示す断面図である。
【図１２】湾曲操作手段において使用される超音波モータの原理図である。
【図１３】作動制御機構の構成説明図である。
【図１４】操作力アシスト機構の他の例を示す構成説明図である。
【図１５】挿入部の先端部分の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。まず、図１に内視鏡の概
略構成を示す。図中において、１は本体操作部、２は挿入部、３はユニバーサルコードで
ある。挿入部２は、本体操作部１への連結側から大半の長さ分は挿入経路に沿って任意の
方向に曲る軟性部２ａであり、この軟性部２ａの先端には湾曲部２ｂが連結して設けられ
、さらに湾曲部２ｂの先端は先端硬質部２ｃとなっている。先端硬質部２ｃの先端面には
照明部と観察部とからなる内視鏡観察手段が設けられており、また処置具を導出させ、か
つ体内汚物の吸引等の操作を行うための処置具挿通路が開口している。湾曲部２ｂは、こ
の先端硬質部２ｃを所望の方向に向けるために、湾曲操作が可能な構成としている。ここ
で、湾曲部２ｂの湾曲方向は上下方向と左右方向の４方向としている。なお、湾曲方向は
上下方向のみの２方向とすることもできる。
【００２０】
　挿入部２の湾曲部２ｂの湾曲操作は、本体操作部１からの遠隔操作で、本体操作部１を
把持する手の指で行われる。このために、本体操作部１には、湾曲操作手段１０が設けら
れている。湾曲操作手段１０は、図２に概念的に示したように、プーリ１１を有し、この
プーリ１１には、一対の操作ワイヤ１２，１２が巻回して設けられ、これらの操作ワイヤ
１２は挿入部２の湾曲部２ｂの先端まで延在されている。従って、プーリ１１を図２に矢
印ＲＵ方向に回動操作すると、湾曲部２ｂが矢印ＢＵ方向に湾曲し、プーリ１１を矢印Ｒ
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Ｄ方向に回動操作すると、湾曲部２ｂが矢印ＢＤ方向に湾曲する。プーリ及びこのプーリ
に巻回される一対の操作ワイヤは２組設けられており、これによって、湾曲部２ｂは上下
及び左右の４方向に湾曲可能となる。
【００２１】
　図３に挿入部２において、軟性部２ａと湾曲部２ｂとの連結部の断面を示す。この図か
ら明らかなように、湾曲部２ｂは節輪４を順次枢着することにより構成され、前後の節輪
４，４が左右、上下と交互に枢着されている。操作ワイヤ１２の先端は最先端の節輪４に
固定され、順次枢着ピン５に挿通させて、軟性部２ａ内に引き回され、この軟性部２ａ内
では、密着コイルからなる可撓性スリーブ６に挿通されている。そして、可撓性スリーブ
６の先端は連結パイプ７により軟性部２ａと湾曲部２ｂとの連結部に固定され、また基端
部も同様の連結パイプを用いて本体操作部１内に固定される。
【００２２】
　本体操作部１内において、４本の可撓性スリーブ６から導出した各々の操作ワイヤ１２
は、上下操作用の操作ワイヤ１２，１２は一方のプーリ１１ＵＤに巻回され、また左右操
作用の操作ワイヤ１２，１２は他方のプーリ１１ＬＲに巻回されることになる。このため
に、本体操作部１には、図１に示した操作ノブ１３ＵＤと操作ノブ１３ＬＲとが設けられ
ており、これら操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲは湾曲操作手段１０の回動操作手段を構成す
る。そこで、図４に湾曲操作手段１０の断面を示す。
【００２３】
　図中において、２０は本体操作部１の内部に設けた支持板であり、この支持板２０には
固定軸２１が立設されている。固定軸２１には、内軸２２と外軸２３との２重の中空軸が
同軸に相対摺動可能に嵌合されており、これら内軸２２及び外軸２３には、それぞれプー
リが連設されている。外軸２３に連設されているのは上下方向への湾曲操作用のプーリ１
１ＵＤであり、また内軸２２に連設されているのは左右方向への湾曲操作用のプーリ１１
ＬＲである。外軸２３には連結ドラム２４が嵌合・固定されており、この連結ドラム２４
に操作ノブ１３ＵＤが装着されている。そして、内軸２２は外軸２３より突出しており、
この突出部に連結ドラム２５が嵌合・固定され、操作ノブ１３ＬＲはこの連結ドラム２５
に装着されている。
【００２４】
　従って、操作ノブ１３ＵＤを回動操作すると、この操作力は外軸２３を介してプーリ１
１ＵＤに伝達されて、このプーリ１１ＵＤがその操作量に応じて回動し、操作ワイヤ１２
，１２が押し引きされて、湾曲部２ｂが上下方向に湾曲する。一方、操作ノブ１３ＬＲを
回動操作すると、この操作力は内軸２２を介してプーリ１１ＬＲに伝達されて、湾曲部２
ｂは左右に湾曲する。
【００２５】
　ここで、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲは手指により操作されるものであり、その操作時
に生じる抵抗、つまり操作に対する負荷を変動させるために、負荷設定手段を備える構成
としている。この負荷設定手段としては、上下方向への湾曲操作時における負荷を設定す
るために、操作レバー２６が設けられ、また左右方向への湾曲操作時における負荷の設定
のために、操作つまみ２７が設けられている。
【００２６】
　操作レバー２６または操作つまみ２７を操作することによって、操作ノブ１３ＵＤ，１
３ＬＲの回動操作に対する抵抗が、最小負荷作動状態からロック状態まで連続的に変化で
きるようになっている。まず、ロック状態は、湾曲部２ｂが湾曲操作されて、所望の角度
湾曲しているときに、この湾曲部２ｂに対してさらに湾曲させる方向または湾曲を解消す
る方向に多少の荷重が作用しても、その姿勢状態を安定的に保持する程度の負荷を生じる
ように、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲがロックされる。
【００２７】
　ロック状態とするために、摩擦板２８，２９が設けられる。これら摩擦板２８，２９は
受け部材３０，３１と押圧部材３２，３３との間に配設されており、押圧部材３２，３３
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は操作レバー２６及び操作つまみ２７に連結して設けたねじリング３４，３５に螺合され
ている。操作レバー２６，操作つまみ２７を回動させると、押圧部材３２，３３が内軸２
２及び外軸２３の軸線方向に変位することになる。押圧部材３２，３３が受け部材３０，
３１に近接する方向に移動すると、これら押圧部材３２，３３と受け部材３０，３１との
間に摩擦板２８，２９が挟持されて圧接される。なお、操作レバー２６は支持板２０に立
設したプーリハウジング２０ａと螺合しており、従って、操作レバー２６を回動操作する
と、この操作レバー２６が上下動することになる。一方、操作つまみ２７を回動操作した
ときに、ピン２７ａを介して押圧部材３３を回動させて、この押圧部材をねじリング３５
に沿って上下動させるようになっている。
【００２８】
　ロック状態から押圧部材３２，３３を受け部材３０，３１から離間させると、摩擦板２
８，２９に対する圧接力が緩和されることになって、その間の摺動抵抗が減少して、操作
ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲの回動操作に対する負荷が減少する。そして、操作レバー２６，
操作つまみ２７をさらに回動させると、押圧部材３２，３３が摩擦板２８，２９から完全
に離間して自由状態となり、摩擦板２８，２９による操作レバー２６，操作つまみ２７に
対する負荷が作用しなくなる。
【００２９】
　押圧部材３２，３３には、摩擦板２８，２９の配設位置より外周側に、例えば円環状の
ゴム部材で構成した負荷付与部材３６，３７が固着して設けられており、摩擦板２８，２
９が自由状態となっても、負荷付与部材３６，３７は受け部材３０，３１と当接している
。この状態が有負荷作動状態であり、この状態では、負荷付与部材３６，３７の負荷作用
下で操作レバー２６，操作つまみ２７が操作されることになる。従って、この負荷付与部
材３６，３７の大きさや弾性力及び受け部材３０，３１との摺動抵抗等を適宜のものとす
ることによって、有負荷作動状態において、最も小さい負荷の値が設定される。
【００３０】
　以上の状態から、負荷設定手段を構成する操作レバー２６，操作つまみ２７をさらに回
動させると、負荷付与部材３６，３７も受け部材３０，３１から離間することになる。こ
れが最小負荷作動状態である。つまり、負荷設定手段による負荷の作用が完全に解除され
た状態である。この最小負荷作動状態は、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲが最も軽い操作力
で操作できる。即ち、操作ワイヤ１２が押し引きされる際における抵抗、例えば湾曲部２
ｂにおける枢着ピン５の回動に対する抵抗、操作ワイヤ１２の可撓性スリーブ６内での摺
動抵抗は一定であるとすると、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを操作する際における最小限
の抵抗、つまり操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲからプーリ１１ＵＤ，ＬＲに駆動力を伝達す
る際における摺動抵抗が最小限となる状態である。
【００３１】
　操作ノブ１３ＵＤ側とその負荷設定手段としての操作レバー２６との間での以上の動作
を図５に示す。図５(ａ)は受け部材３０と押圧部材３２との間に摩擦板２８が挟持・圧接
されて最大負荷が与えられたロック状態である。このロック状態では湾曲部２ｂが所定の
姿勢状態に保持され、かつ操作ノブ１３ＵＤは実質的に操作不能となる。
【００３２】
　図５（ｂ）は摩擦板２８が受け部材３０と押圧部材３２との間で自由状態となり、その
間で摩擦は作用しない。ただし、押圧部材３２に設けた負荷付与部材３６は受け部材３０
に当接しているので、この部位の摩擦により所定の負荷が与えられた有負荷作動状態とな
る。この有負荷作動状態では、操作ノブ１３ＵＤの回動操作に対して所定の負荷が設定さ
れる。つまり、操作ノブ１３ＵＤの操作時に、湾曲部２ｂが安定的に湾曲操作され、かつ
微細な操作を可能とするのに必要な程度の操作力が与えられる。従って、挿入部２を挿入
し、また体腔内で観察する際に、先端硬質部２ｃを安定的に保持でき、しかも湾曲操作す
る際に、あまり術者に大きな負担を与えることはない、
【００３３】
　有負荷作動状態において、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲに作用する負荷は可変であるこ
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とが望ましい。例えば、体腔内のある位置で内視鏡観察手段により体腔内壁を検査してい
る際に、例えばこの内視鏡観察手段の視野を僅かずつずらせるようにして観察する場合に
は、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲに対してより大きな操作負荷を与えるようにする方が望
ましい。この場合には、負荷設定手段を構成する操作レバー２６，操作つまみ２７をロッ
ク方向に操作することによって、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲに対して所望の操作負荷が
与えられる。
【００３４】
　そして、図５（ｃ）に最小負荷作動状態が示されている。この最小負荷作動状態では、
押圧部材３２，３３と受け部材３０，３１との間に抵抗が生じないことになり、有負荷作
動状態より軽い負荷で操作レバー２６，操作つまみ２７を操作できるようになる。この最
小負荷作動状態では、有負荷作動状態とは異なり、湾曲部２ｂを微細に制御することはで
きないが、操作レバー２６，操作つまみ２７は最も軽い操作力で操作でき、容易に湾曲さ
せることができる。
【００３５】
　以上において、有負荷作動状態からロック状態までは、内視鏡を通常操作する際に設定
される操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲの操作モード、つまり通常操作モードである。一方、
最小負荷の状態で操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲは軽操作モードであり、この通常操作モー
ドと軽操作モードとはモード切換手段により切り換え可能となっている。このモード切換
手段はクリックボール４０と、クリック凹部４１及び逃げ溝４２と、その間の壁部４３と
から構成される。
【００３６】
　図６に操作ノブ１３ＵＤ側のモード切換手段を展開して示す。この図から明らかなよう
に、クリックボール４０は湾曲操作手段１０を本体操作部１に取り付けるための取付部材
４４に設けられており、クリック凹部４１，逃げ溝４２及び壁部４３は操作レバー２６に
形成されている。操作レバー２６が軽操作モードとなる位置に配置されているときには、
クリックボール４０はクリック凹部４１に係合している。そして、この位置から操作レバ
ー２６を回動させて、通常操作モードとなる位置に変位させると、クリックボール４０は
壁部４３に乗り上げて、この壁部４３を超えると、クリックボール４０は逃げ溝４２内に
入り込んで、クリックボール４０は操作レバー２６とは非接触状態となり、操作レバー２
６の操作によって有負荷作動状態において、任意の負荷が作用する状態からロック状態ま
で変位する。このように、有負荷作動状態でのストローク端位置にはクリックボール４０
が当接する壁部４３が存在しているので、この操作レバー２６を操作する術者は通常操作
モードのストローク端位置であることが認識できる。
【００３７】
　また、操作ノブ１３ＵＤ側のモード切換手段としては、図７及び図８に示したように、
操作レバー１２６を連結ドラム１２４への嵌合部に沿って上下動可能な構成となし、この
連結ドラム１２４の外周面に弾性保持部材１４０を装着する構成とすることもできる。図
７に示したように、操作レバー１２６を下降状態とすると、負荷付与部材３６が受け部材
３０から離間して最小負荷作動状態となり、軽操作モードとなる。このときに、弾性保持
部材１４０は操作レバー１２６に連結して設けたねじリング１３４の先端部より上方位置
で、外方に突出するようになる。この操作レバー１２６が下降位置にあると、操作レバー
１２６はプーリハウジング２０ａに対して自由嵌合状態となる。一方、図８に示したよう
に、この操作レバー１２６を持ち上げると、操作レバー１２６と一体に設けたねじリング
１３４が弾性保持部材１４０上に乗り上げて、この弾性保持部材１４０が圧縮されて、ね
じリング１３４がその位置に保持される。これによって、負荷付与部材３６が受け部材３
０と当接する有負荷作動状態となり、通常操作モードに切り換わるように構成されている
。そして、この通常操作モードとしたときには、操作レバー２６を回動操作すると、押圧
部材３２が上下動することになる。その結果、操作ノブ１３ＵＤを有負荷作動状態からロ
ック状態にまで変化させることができる。一方、操作ノブ１３ＬＲ側のモード切換手段と
しては、押圧部材３３と共に操作つまみ２７を上下動可能となし、この操作つまみ２７を
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上昇させると、軽操作モードとなり、下降させると通常操作モードに切り換わるように構
成することができる。
【００３８】
　以上の構成を有する内視鏡は、挿入部２が大腸内に挿入されて、所謂大腸鏡として用い
られるものである。即ち、図９に示したように、挿入部２は、肛門５０から挿入されて、
直腸５１からＳ状結腸５２を経て下行結腸５３に至り、さらに横行結腸５４内まで導かれ
、さらにこの横行結腸５４を通過して上行結腸５５、より好ましくは盲腸５６と回腸５７
との接続部まで進行可能としている。
【００３９】
　Ｓ状結腸５２は三次元的なループ構造となっており、挿入操作には困難が伴うが、挿入
位置が浅いために、挿入部２の先端を制御することは可能である。従って、挿入部２を挿
入経路に沿って前進させることができる。挿入部２の先端硬質部２ｃがＳ状結腸５２を通
過すると、下行結腸５３に進入し、次いで横行結腸５４に向かうことになる。ここで、挿
入部２は肛門５０という狭窄部を通過し、かつＳ状結腸５２内では複雑に曲っていること
から、挿入部２の基端側の部位を押し込むように操作しても、挿入経路の深い部位にまで
至った先端部にまで十分に押し込み力が伝達されないことがある。しかも、挿入部２の押
し込みに対して大きな抵抗が生じることになり、この挿入部２の軟性部２ａは曲げ方向に
可撓性を有しているから、押し込まれた挿入部２にたわみが生じることになる。その結果
、図１０に実線で示したように、押し込まれた長さ分が途中で吸収されてしまい、先端部
分がそれ以上進行しなくなる。特に、下行結腸５３から横行結腸５４への移行部（脾湾曲
）や横行結腸５４から上行結腸５５への移行部（肝湾曲）は極端に曲っており、これらの
部位を通過させるのは極めて困難である。
【００４０】
　このように、押し込まれた挿入部２と可撓性を有する軟性部２ａにおけるたわみ分の長
さがＳ状結腸５２より前方側の位置に蓄積されると共に、挿入部経路に沿ってループが形
成される。また、挿入部２は肛門５０及びＳ状結腸５２の部位で挿入方向とは逆方向への
動き、つまり逆動が規制されている。
【００４１】
　以上の状況下で、挿入部２の先端近傍に位置する湾曲部２ｂを、例えば、大腸の無名溝
に直角方向になるように、上下に、好ましくは上下及び左右に繰り返し頻繁に、迅速に湾
曲動作させて、挿入部２の先端部分を首振り動作させる。その結果、図１０に仮想線で示
したように、挿入部２の弾発力の作用で先端硬質部２ｃが前進して、たわみやループがほ
ぼ解消される。このときに、術者は挿入部２の基端側の部位を把持するが、それを押し込
む方向に操作する必要はない。従って、挿入部２の押し込みとそれに続く湾曲部２ｂの首
振り動作とを繰り返すことによって、大腸の深部にある挿入部２がさらに円滑かつ確実に
前進する。しかも、首振り動作によって、挿入すべき経路に向けて探りを入れながら前進
することから、下行結腸５３から横行結腸５４への移行部や、横行結腸５４から上行結腸
５５への移行部である屈曲部分を円滑に通過していくことになる。
【００４２】
　以上のように、挿入部２の先端を首振りさせながら前進させるために、操作ノブ１３Ｕ
Ｄ，１３ＬＲを操作する。この操作時は、先端硬質部２ｃの方向制御を行うのではなく、
湾曲部２ｂを往復湾曲動作させるのであるから、できるだけ軽い操作力で操作できるよう
にする方が望ましい。そこで、負荷設定手段を構成する操作レバー２６及び操作つまみ２
７を操作して、軽操作モードを選択する。このときには、クリックボール４０がクリック
凹部４１に係合することになり、その位置に保持される。これによって、押圧部材３２，
３３が受け部材３０，３１と分離し、摩擦板２８，２９も、また負荷付与部材３６，３７
も作用しない図５（ｃ）の状態となるので、操作ノブ１３ＵＤも、また操作ノブ１３ＬＲ
も極めて軽い負荷しか作用せず、それらの操作性が良好となり、内視鏡を操作する術者に
対する負担が軽減される。
【００４３】
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　そして、挿入部２の先端硬質部２ｃが大腸における所定の深さ位置まで挿入操作が行わ
れると、その位置から挿入部２を引き戻すようになし、この間に内視鏡観察手段により大
腸内の観察を行う。この時には、操作レバー２６及び操作つまみ２７を操作して、クリッ
クボール４０をクリック凹部４１から壁部４３を乗り越えさせて、逃げ溝４２に位置させ
る。これによって、操作モードが通常操作モードに切り換わり、この操作モードでは、負
荷付与部材３６，３７による負荷が生じる図５（ｂ）の状態となる。従って、操作ノブ１
３ＵＤ，１３ＬＲの操作に対する抵抗が生じることから、多少操作力が必要となるが、湾
曲部２ｂを微細に制御できるようになり、体腔内壁の観察時に、先端硬質部２ｃの方向を
確実に制御できる。また、この間に先端硬質部２ｃの位置を固定したい場合には、適宜操
作レバー２６，操作つまみ２７を操作して、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲをロックさせた
図５（ａ）の状態にすることができる。
【００４４】
　以上のように、通常操作モードでは、内視鏡観察手段による体腔内を観察する操作を確
実に行うことができ、また軽操作モードとすると、挿入部２の先端部分に首振り動作を行
わせるようにして、挿入経路に沿って挿入する操作を円滑かつ容易に行うことができ、操
作を行う術者の負担軽減が図られる。
【００４５】
　図１１乃至図１３に示すように、本発明の内視鏡は操作力アシスト機構を備える。この
操作力アシスト機構は、図１１に示すように、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを操作したと
きに、湾曲部２ｂをその操作方向への湾曲を促進するようにアシストする。このために、
超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲ（以下において、超音波モータを総称する場合には、符
号６０を用いる）が用いられる。これら超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲは、プーリ１１
ＵＤ，１１ＬＲに装着されている。
【００４６】
　超音波モータ６０は、図１２に示したように、圧電振動子６１にステータ６２を貼り付
けておき、このステータ６２上にスライダ６３を圧接させる構成とした進行波型の超音波
モータである。この圧電振動子６１は複数に分極が施されており、これらに交流電圧を印
加すると、区域毎に伸縮運動を行い、その結果弾性屈曲波が発生する。その結果、ステー
タ６２とスライダ６３との間に発生する摩擦力によりスライダ６３が移動することになる
。そして、電圧の印加順によりスライダ６３が図中の右方向または左方向に移動する。
【００４７】
　そこで、プーリ１１ＵＤには超音波モータ６０ＵＤのスライダ６３を連結し、またプー
リ１１ＬＲには超音波モータ６０ＬＲのスライダ６３を連結しておく。さらに、プーリ１
１ＵＤ，１１ＬＲと、その間に設けた隔壁７０との間にポテンショメータ７１ＵＤ，７１
ＬＲが装着されており、これらポテンショメータ７１ＵＤ，７１ＬＲによって、プーリ１
１ＵＤ，１１ＬＲが操作されたか否か、及び左右いずれの方向に操作されたかの検出が行
われる。従って、図１３に示したように、このポテンショメータ７１ＵＤ，７１ＬＲから
の信号がコントローラ７２に取り込まれて、このコントローラ７２からの信号に基づいて
超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲが駆動されることになる。
【００４８】
　ところで、超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲはプーリ１１ＵＤ，１１ＬＲに直接回転力
を付与するものではなく、プーリ１１ＵＤ，１１ＬＲを回転させるのは、あくまで操作ノ
ブ１３ＵＤ，１３ＬＲの操作によるものである。前述したように、操作ノブ１３ＵＤ，１
３ＬＲに対しては、湾曲部２ｂを微細に制御できるようするために、所定の負荷が与えら
れている。これによって、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲの操作に対する抵抗が生じるよう
にしている。
【００４９】
　ただし、挿入部２の先端を首振りさせながら前進させる操作を行う際には、このような
負荷抵抗は必要ではなく、むしろ操作性を向上させるために、より軽く操作できるように
する。従って、操作力をアシストする超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲはプーリ１１ＵＤ
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，１１ＬＲを回転駆動するものではなく、回転方向に付勢するためのものである。従って
、ステータ６２とスライダ６３との間の摩擦力を最小限のものとする。その結果、操作ノ
ブ１３ＵＤ，１３ＬＲを手動により操作して、湾曲部２ｂを意図した方向に湾曲させる場
合に、プーリ１１ＵＤ，１１ＬＲに作用する超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲの負荷が操
作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲに作用するのを最小限に抑制することができる。なお、プーリ
１１ＵＤ，１１ＬＲと超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲのスライダ６３との間にクラッチ
を設けて、軽操作モードで作動させるときには、このクラッチをＯＮの状態とすることに
よって、軽操作作動状態となし、通常操作モードで作動させる際には、クラッチをＯＦＦ
の状態とする構成とすることもできる。
【００５０】
　従って、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲの操作時に、超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲに
よるアシストを必要とする軽操作モードとするか、超音波モータ６０ＵＤ，６０ＬＲによ
るアシストを行わずに、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを操作する通常操作モードとするか
の切り換えを行うために、本体操作部１の適宜の位置に切換スイッチ７３が設けられてお
り、この切換スイッチ７３がモード切換手段を構成する。
【００５１】
　以上のように構成することによっても、切換スイッチ７３で通常操作モードを選択した
ときには、挿入部２における湾曲部２ｂの湾曲操作を微細に、しかも確実に行うことがで
きるようになり、また軽操作モードを選択すると、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを操作し
て、挿入部２の先端部に首振り前進操作を行わせる際に、軽い操作力で操作ノブ１３ＵＤ
，１３ＬＲの操作により湾曲部２ｂの湾曲操作が行われる。
【００５２】
　超音波モータによる操作力アシスト機構は、例えば図１４に示したように、プーリ１１
ＵＤ，１１ＬＲに巻回して設けた操作ワイヤ１２を本体操作部１内でガイドするガイド部
材８０を圧電振動子１６１にステータ１６２を貼り付けたものから構成し、また操作ワイ
ヤ１２にスライダ８２を連結して設けて、両側のステータ１６２，１６２間に配置する。
従って、これら圧電振動子１６１及びステータ１６２と、操作ワイヤ１２に連結したスラ
イダ８２とで超音波モータ８１ａ，８１ｂが構成される。そして、プーリ１１ＵＤまたは
１１ＬＲを図中の矢印方向に回動操作する際には、プーリ１１ＵＤ，１１ＬＲ側に引き込
まれる操作ワイヤ１２に設けたスライダ８２を矢印Ｒ方向に向けて、また他方の操作ワイ
ヤ１２に連結したスライダ８２を矢印Ｆ方向に向けて付勢力を作用させる（操作力を増強
させる）ようにすると、前述したように、操作力アシストを行うことができる。
【００５３】
　さらに、図１５に示したように、操作ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲに負荷を増大させたり、
減少させたりする代わりに、湾曲部２ｂにアシスト機構を設けてもよい。即ち、挿入部２
の湾曲部２ｂには、その両端の節輪４，４間に人工筋肉９０を掛け渡すようにして設けら
れている。この人工筋肉９０は、図中においては１箇所しか表れていないが、４本設けら
れている操作ワイヤ１２とほぼ同じ位置に４本設けるようにしている。このように、操作
ノブ１３ＵＤ，１３ＬＲを操作する際において、軽操作モードでの作動時に人工筋肉９０
を駆動することによって、湾曲部２ｂが曲げられる方向に人工筋肉９０が作動するように
制御することもできる。即ち、湾曲部２ｂが曲げられる際に、その曲率の内側に沿う人工
筋肉９０を収縮させ、外側に沿う人工筋肉９０が伸長するように動作させる。これによっ
て、湾曲部２ｂの湾曲操作時に、人工筋肉９０をアシストさせることができる。そして、
操作力アシストを行わせるか否か、及び操作力アシストを行わせる際に、どの人工筋肉９
０を伸長させ、縮小させるかは、図１３に示した検出及び制御機構と同様の構成によるこ
とができる。ここで、人工筋肉は、圧電式，形状記憶合金を用いたもの，静電式，圧空式
等があるが、電圧を印加することによって伸長・収縮する高分子ゲルを用いるのが、小型
化及び制御性等の点で望ましい。
【符号の説明】
【００５４】
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１　本体操作部　　　　　　　　　２　挿入部
２ａ　軟性部　　　　　　　　　　２ｂ　湾曲部
２ｃ　先端硬質部　　　　　　　　１０　湾曲操作手段
１１ＵＤ，１１ＬＲ　プーリ　　　１２　操作ワイヤ
１３ＵＤ，１３ＬＲ　操作ノブ　　２２　内軸
２３　外軸　　　　　　　　　　　２６，１２６　操作レバー
２７　操作つまみ　　　　　　　　２８，２９　摩擦板
３０，３１　受け部材　　　　　　３２，３３　押圧部材
３６，３７　負荷付与部材　　　　４０　クリックボール
４１　クリック凹部　　　　　　　４２　逃げ溝
４３　壁部
６０，６０ＵＤ，６０ＬＲ，８１ａ，８１ｂ　超音波モータ
７１ＵＤ，７１ＬＲ　ポテンショメータ
７３　切換スイッチ　　　　　　　８２　スライダ
９０　人工筋肉　　　　　　　　　１４０　弾性リング

【図１】 【図２】
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